
戸籍謄本等の原本返却を希望される方へ  

神戸家庭裁判所家事部  

令和６年３月１日から、裁判所に提出した戸籍謄本等の返却を希望

される場合の取扱いを以下のとおりとします。  

 

１  裁判所に提出した戸籍謄本等（＊１）の返却を希望される場合に

は、戸籍謄本等の提出の際、①原本返却申出書 、②戸籍謄本等 の原

本、③その写し（ ＊２）、④原本返却用 の封筒（切手を貼ったもの）

又はレターパックを提出（送付）してください。   

 

２  申出に基づき 、職員が原本とその写しの内容が同一であることを

確認した上で 、後日、原本を返却させていただきます（＊３）。    

  

＊ １  返 却 の 対 象 と な る の は 、 裁 判 所 に 提 出 し た 戸 籍 謄 本 、 戸 籍 抄 本 、 戸

籍記 載事 項証 明書 、住民 票（除 票を 含 む。）、登記・登録 事 項証 明書 、相

続 放 棄 受 理 証 明 書 、 相 続 分 譲 渡 証 書 、 相 続 分 放 棄 証 書 、 法 定 相 続 情 報

一覧 図、 法定 相続 人情 報な ど で す。  

＊２  写 しを 作成 する 場合 には 、ふ せん 部分 を含 む原 本の すべ ての ペー ジ

を漏 れな くコ ピー して くだ さい 。  

＊３  原 本還 付後 に裁 判官 の交 代が あり 、新 たな 裁判 官や 上訴 後の 裁判 官

から 、再 度原 本の 提示 が求 めら れる こと があ るこ とを ご了 承く ださ い。 


